
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和３年１０月１２日（火）   ９：０２～９：０９ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

金 子 恭 之 国務大臣（総務大臣） 

古 川 禎 久 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

末 松 信 介 国務大臣（文部科学大臣） 

後 藤 茂 之 国務大臣（厚生労働大臣） 

金 子 原二郎 国務大臣（農林水産大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

山 口 壯 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

岸 信 夫 国務大臣（防衛大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（内閣官房長官） 

牧 島 かれん 国務大臣（デジタル大臣，内閣府特命担当大臣） 

西 銘 恒三郎 国務大臣（復興大臣，内閣府特命担当大臣） 

二之湯 智 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

野 田 聖 子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

山 際 大志郎 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

小 林 鷹 之 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

堀 内 詔 子 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣） 

若 宮 健 嗣 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：木 原 誠 二 内閣官房副長官 

磯 﨑 仁 彦 内閣官房副長官 

栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      １件 

○政令        ２件 

○人事        ２件 

いずれも，案件表のとおり，決定となった。 
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議事内容： 

○松野国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。

まず，閣議案件について，磯﨑副長官から御説明申し上げます。 

○磯﨑内閣官房副長官：一般案件について，申し上げます。まず，信・解任状に認証

を仰ぐことについて，御決定をお願いいたします。本件は，「パキスタン国」駐箚特

命全権大使の異動に伴い，交付すべき信任状及び解任状であります。

次に，政令２件について，御決定をお願いいたします。「銃砲刀剣類所持等取締法

の一部改正法の施行期日令」は，同改正法の施行期日を令和４年３月１５日とする

ものであり，「銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令」は，同改正

法の施行に伴い，クロスボウの所持が許可される試験又は研究の範囲等を定めるも

のであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，裁判官人事といたしまして，退

官するものについて，御決定をお願いいたします。

次に，棚原秀則外１０６名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。 
○松野国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。

引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか。 

無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。
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令和３年 

10月 12日 

◎ 一 般 案 件

☆ パ キ ス タ ン 国 駐 箚 特 命 全 権 大 使 和 田 充 広 に 交 付 す

べ き 信 任 状 及 び 前 任 特 命 全 権 大 使 松 田 邦 紀 の 解 任

状 に つ き 認 証 を 仰 ぐ こ と に つ い て （ 決 定 ）

（ 外 務 省 ） 

◎ 政 令 

○ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の

施 行 期 日 を 定 め る 政 令 （ 決 定 ）    （ 警 察 庁 ）

〃 ○ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す

る 政 令 （ 決 定 ）            （ 同 上 ）

◎ 人  事 

☆ 判 事 兼 簡 易 裁 判 所 判 事 浅 見 宣 義 を 願 に 依 り 免 ず る

こ と に つ い て （ 決 定 ）

 ☆ 元 沖 縄 県 公 立 学 校 長 棚 原 秀 則 外 １ ０ ６ 名 の 叙 位 又

は 叙 勲 に つ い て （ 決 定 ）

〔 ○ 署 名 あ り ☆ 署 名 な し 〕

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
な し

資 料
あ り

資 料
な し

資 料
あ り

3

〔 別 添 〕
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